
「第２期高松市空家等対策計画（素案）」のパブリックコメント実施結果  

 

本市では、令和５年１２月２２日から令和６年１月１９日までの期間、

「第２期高松市空家等対策計画 (素案 )」についてのパブリックコメントを

実施しました。  

いただいた 御意見の要旨及びそれに対する本市の考え方を 、次のとおり

取りまとめましたので、公表いたします。  

 

１  意見総数  ２件（２人）  

２  いただいた御意見の要旨及びそれに対する本市の考え  

※  提出いただいた御意見は、趣旨を変えない範囲で、簡素化又は文言等

の調整をしています。  

 

 No. 御意見（要旨）  市の考え方  

１  

（意見）  

今 後 人 ⼝ 減 少 が 進 む こ と に よ

り、空き家は増え、除却して更地

に し た と し て も 市 場 で 余 る よ う

になると予想される。空き家、更

地 い ず れ に お い て も 、 マ ッ チ ン

グ 事 業 に よ り 地 域 団 体 へ の 無 償

貸 与 が 支 援 さ れ る と こ の 計 画 素

案からは解釈でき、とても良い。 

さ ら に は 、 利 ⽤ し き れ な い ⼟

地 、 日 常 的 に 利 ⽤ が 不 便 な ⼟ 地

も 増 え る こ と に な る の で 、 こ ち

ら に つ い て は 更 地 で 管 理 義 務 を

課 し 続 け る よ り も 、 計 画 的 な 緑

地 に 戻 す こ と も 選 択 肢 と し て 提

示 で き る 方 策 を 、 中 ⻑ 期 的 視 点

で盛り込んでほしい。  

（理由）  

更 地 よ り 緑 地 や 市 ⺠ 農 園 の よ

う な 、 住 ⺠ を 拒 絶 し な い コ モ ン

ス ペ ー ス と し て お く だ け で 、 地

 

空 き 家 除 却 後 の 跡 地 に つ い て

は 、 管 理 不 十 分 な 空 き 地 の ま ま

放 置 さ れ る こ と が な い よ う 、 利

活 ⽤ を 図 る こ と が 重 要 と 存 じ ま

す。  

今 後 は 、 空 き 家 等 マ ッ チ ン グ

事 業 に よ り 、 跡 地 の 市 場 流 通 を

促 進 す る ほ か 、 い た だ い た 御 意

見 も 参 考 と し て ま い り た い と 存

じます。  



域 住 ⺠ の 健 康 や 相 互 交 流 を 促 進

す る 効 果 が あ る と の 研 究 結 果 が

ある。  

ま た 、 そ の ほ う が 構 造 物 を 設

置 し て 維 持 管 理 が 必 要 に な る よ

り も 、 持 ち 主 に と っ て 経 費 抑 制

になるのではないか。  

２  

（意見）  

１．〈 P７ 住宅 ・ ⼟ 地統 計調 査と

の違い〉の内容について「調査対

象 」 の 空 き 家 等 実 態 調 査 は 全 て

の 建 物 と 記 載 さ れ て ま す が 、 分

譲 マ ン シ ョ ン の 空 き 家 は 入 っ て

い る の で し ょ う か ？ 戸 建 と 同

様 、 近 年 問 題 が 多 く 発 生 し て い

ます。  

２ ． 公 営 住 宅 は 対 象 外 と 記 載 さ

れ て ま す が 、 そ の 根 拠 が 分 か り

ません。  

（理由）  

１ 空き家の実態調査には、相当

な時間、体力、予算を要し、全量

調 査 は 厳 し い で す が 、 分 譲 マ ン

シ ョ ン も 加 え 、 実 態 と の 乖 離 を

少 な く す べ き で は な い か と 考 え

ます。  

２  公 営 住 宅 は 全 室 空 室 の 存 在

が あ り 、「 景 観 悪 化 」「 防 犯 上 」

等 々 で も 懸 念 さ れ る 問 題 と 認 識

すべきではないでしょうか。  

 

１．⻑屋や共同住宅（分譲マンシ

ョン含む。）については、当該住

宅 内 の 全 て の 住 戸 が 空 き 家 と な

っ て い る 場 合 は 、 調 査 対 象 と し

ております。  

 

 

 

２．国の「 空家等に関する施策を

総 合 的 か つ 計 画 的 に 実 施 す る た

め の 基 本 的 な 指 針 」 に お い て 、

「 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 所 有

し、又は管理する」建築物等につ

い て は 、 通 常 は 各 法 令 に 基 づ き

適 切 に 管 理 さ れ る こ と が 想 定 さ

れ、またその活⽤等についても、

多 く の 場 合 は 当 該 建 築 物 等 を 管

理 す る 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 責

任 に お い て 行 わ れ る 実 態 に 鑑

み 、 空 家 等 か ら 明 示 的 に 除 外 さ

れている、と記載されており、本

市 計 画 で も 同 様 の 考 え か ら 、 空

き家等から除外しております。  

※ 個人・団体の特定につながる記載は掲載していません 。  


